
※１　令和５年１０月１日から、有資格者（建築物石綿含有建材調査者等）による調査が義務付けられています。
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■工事に伴って生じる石綿含有建材を含む廃棄物については、元請業者が廃棄物処理法に基づき
　適正に処理することが必要です。 


